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岐阜県労働委員会会長に浅井
あさい

直美
なおみ

氏を選出 

 

令和７年１２月２４日（水）午前１１時から労働委員会の臨時総会を開き、下記のとおり、

第５０期岐阜県労働委員会委員から、会長に 浅井直美 公益委員、会長代理に 大野
おおの

正博
まさひろ

 

公益委員を選出しました。  

 

 会  長 

氏  名  浅井 直美  

職  業  弁護士 

（参考）  委員就任 平成２３年１２月２４日より通算１４年（８期目） 

       

 

会長代理 

氏  名  大野 正博  

職  業  朝日大学法学部教授 

（参考）  委員就任 平成２５年１２月２４日より通算１２年（７期目） 

 

【岐阜県労働委員会の概要】 

・委員の任期は２年（第５０期委員の任期は、令和７年１２月２４日からの２年間）。 

・岐阜県労働委員会委員の構成は、公益委員、労働者委員及び使用者委員がそれぞれ５人、

計１５人。 

・労働委員会は、不当労働行為の審査・判定等や労働争議のあっせん、調停、仲裁等を行

う、労使紛争を解決するための専門的な行政機関。 


